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２．事業の目的と概要 

（１）上位目標 (イ）アンゴラ共和国・ベンゴ州における地雷被害の局限と地域復興に 

寄与 

(ロ) 機械による地雷処理技術等を移転し、自立処理能力を向上  

 ＜別紙第１ アンゴラ現地地雷処理組織＞            

＜別紙第２ INADとJMASとの間で締結された協力提携事業に関す

る覚書＞ 

（２）事業の必要性（背景） 

 

（イ） 背 景 

   豊富な資源に恵まれ開発が急ピッチで進むアンゴラ共和国に開 

  発案件創出のため、２００７年１０月経団連の同国視察に弊会スタ 

  ッフ２名が参加。開発の阻害となっている地雷の状況から、我が国 

が開発している除去機での処理の必要性を強く感じ、翌年１～２ 

月の１ヶ月に亙り、国の補助を受けて実施に向けた企画調査を実 

施した。この調査において、CHNIDA から提示を受けたベンゴ州、 

モシコ州及びクネネ州の３州において調査した結果、下記必要性 

の（ⅱ）からベンゴ州において、コマツから無償提供を受けた除 

去機により地雷処理を、ブルドーザー及び油圧シャベル等により 

住宅地、道路造成等の地域復興支援を、国及びコマツ、住友商事 

及び豊田通商等の日本企業の支援を受け実施することとした。 

 ＜別紙第３ アンゴラ事業概略位置図＞ 

＜別紙第 10 支援企業提供車両＞ 

（ロ） 必要性 

（ⅰ）地雷被害による人道・国土復興上からの必要性 

アンゴラ共和国は、長期の内戦で人口に等しい６００万～１

５００万個の地雷が埋設される世界有数の地雷大国で、最大 1，

239 ㎢が地雷の影響下にあると見積もられている。2009 年度は

国際ＮＧＯ及び国内地雷機関による地雷処理・探査活動の結果、

安全が確認された地域は約 200 ㎢余であり、アンゴラの「国家

地雷処理計画」（2006～2011)では、2011 年までに地雷埋設地域

における危険性を大幅に減少させるとしているが、実際には地

雷の危険性がなくなるといえるレベルまで処理を実施するのに

少なく見積もっても１０年近く要すると推測される。そして、

地雷が残存する状況の中、この１０年間に最大８万人の死傷者

が発生したと見積られている。ここ数年のＣＮＩＤＡＨ（地雷

除去・人道支援委員会：Inter Sectoral Commission On Demining 

and Humanitarian Assistant ）を中心とした被害回避教育によ

り減少してきている（2009 年の死傷者は少なくとも２８人発生）

が、地域住民の一部には地雷の危険性に対する知識がなく、引

き続き教育が必要と思われる。また地雷が戦後の治安、経済復

興、インフラ整備の大きな阻害要因となっており、地雷処理が

当面の重要課題の一つとなっている。わが国の地雷処理技術、

機械、資金支援が同国の戦後復興に大きく貢献しうると同時に、

地雷が処理されれば同国の鉱物資源、農業や漁業資源が活性化

し、今後の日本の国益に寄与するものと考えられる。 
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＜別紙第４ 世界国別地雷埋設状況＞  

    ＜別紙第５ アンゴラ共和国及びベンゴ州における地雷被害

調査結果の要約＞ 

＜別紙第６ アンゴラ共和国「国家地雷除去活動計画 2006

～2011」＞ 

＜別紙第７ アンゴラ共和国の地雷除去実施機関等＞ 

＜別冊第 1 アンゴラ共和国における地雷原等に関する報告 

（ⅱ）ベンゴ州における地雷処理・地域復興支援の必要性 

CHNIDA から提示された処理地域数ケ所のうちの一つであるが、

機械処理に適した天候・地形等の要件を考慮して同州を選定した。

同州のマブバスは内戦時、陸軍が駐屯していたため周囲には防護

のため地雷が埋設されており、停戦後、軍の撤収に伴い他地域か

ら移り住んだ現住民にとっては、内戦で荒廃して以前は主要な生

計手段であった農業を営む土地が殆んど無く、住民は生活向上手

段を欠いているとともに車両通行出来る道路も殆んど無いため、

通勤及び通学に苦労している。また、給水設備が整っていないた

め、飲料、炊事及び洗濯等は川の水に頼っており、長距離の運搬

が大きな負担となっている等、生活の障害となっている。このた

め、地雷被害の局限及び生活の安定化のため地雷処理・地域復興

支援を実施することが必要である。 

     ＜別紙第 8 ベンゴ州を選定した要因＞ 

（ⅲ）地雷処理の促進、効率、安全性の面からの機械式処理の必要性 

日本経済団体連合会サブサハラ・アフリカ委員会の「アンゴラ

視察報告」(平成 19 年 12 月 18 日）よると、INAD は地雷処理の促

進、効率、安全性の観点から地雷除去機の採用を検討しており、

地雷除去機の SOR(Statement of Operation Requirement )を策定

中。平成 14 年以降、経済産業省、外務省で開発してきた地雷除去

機がその要求を充たすものであり、開発機を活用して地雷処理支

援を行うのが適切と考える。 

＜別紙第 9 サブサハラ・アフリカの開発に関する意見 

(経団連 2007.12.18)＞ 

（ⅳ）わが国が開発した地雷除去機の実用化 

我が国が開発した地雷除去機を実際の場で使用することでデー

タの収集を行い、改良点を把握し開発機の改善及び世界各地の

地雷被害国支援に資するものと考える。 

（３）事業内容 

 

（イ） 地雷処理 

ＣＮＩＤＡＨ及び州行政府と緊密に調整し，機械を使用した

地雷処理作業を実施し、約４０haの安全化を図る。 

（ロ） 地元隊員に対する技術等の移転 

    現地地雷処理機関（ＩＮＡＤ）の隊員に対しＯＪＴを通じて、

①地雷除去に関する技術（地雷除去機の操作、整備）教育と同時

に、②マネジメント（事業運営管理・経費管理・安全管理など）

に関するキャパシティビルディングを行う。 

（ハ） マブバス村の地域復興支援 
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地雷処理活動を行う地域の居住地において、①道路整備、 

②給水設備整備、③危険回避啓蒙教育④土かまど作り支援を行

うとともに農業心育成及び地域清掃支援等を行い住民に対し地

域復興について啓発、啓蒙を図る。 

＜別紙第１１ 地雷処理技術移転計画＞ 

＜別紙第１２ 地雷処理・地域復興支援事業タイムテーブル 

＜別紙第１３ 地域復興支援事業の実施について＞ 

（４）持続発展性 (イ）処理地の有効活用 

 地雷処理後の地域は地域住民のために有効活用が図られるべく

ベンゴ州と調整する。また他の NGO に対して地雷処理後の地域開

発、自立、生活改善等の支援を促す考えである。 

（ロ）処理要員の確保 

本事業では１２名の隊員に対して技術移転を企画しており、計

画中のじ後の事業において養成する隊員と相俟って幣会撤退後

も、アンゴラ処理機関による自立発展性が確保される。 

＜ 別冊第 2 アンゴラ共和国ベンゴ州における地雷処理・地

域復興支援事業中期計画＞ 

＜別紙第１４ アンゴラ共和国における地雷処理・地域復興

支援の終了時期について＞ 

（５）期待される効果と 

  成果を測る指標 

   

(イ) 事業実施により裨益すると予想される人数（裨益人口） 

   直接裨益人口（マブバス）  １０，０００人 

   間接裨益人口（ベンゴ州合計 ２４０，０００人 

 (ロ）事業により期待される効果及び指標 

 (ⅰ) 地雷処理 

 ・ ４０ha の住宅建設予定地が安全化し、約１０００戸の住宅の建

設が可能となる。 

（ⅱ）技術移転 

・地雷除去機の操作・整備については OJT により監督・指導が概 

 ね実施できるレベルまでにすることを目標とする。 

・マネージメント（事業運営管理・経費管理等）についても OJT 

 OJT により自ら地雷除去計画を立案・運営できるレベルまでに

することを目標とする。 

 (ⅲ) 地域復興支援      

   ・５０００L水タンクによる給水場を管理し、約５００人の近傍住

民に常続的に水を給する。 

・拡幅、水溜り及び泥濘地等の道路を整備することにより、住民 

約１３００人の域内通行を安全かつ容易にする。 

  ・危険回避啓蒙教育を入学時、新入生を対象に学校において実施 

するとともに期 1回を基準の現場における校外教育を併せ約４ 

５０名に対し行い、前年に引き続き死傷者ゼロを目指す。 

   ・現地で容易に手に入る土ブロックによる土かまど作り実習を巡 

   回により１０地区において実施し、実習を通じ住民に土かまど 

   の作り方を習得させ、熱効率向上による料理等の省力化及び薪 

   等の燃料消費量の節減を図り木々の乱獲を防ぐ 


